
地域交流の場ぽつぽつ 消費者トラブルを防ぐために③編  11 月 25 日  活動報告 

 

 9時30分 南街公民館202に集合 

参加者名簿 次第(本日の流れ確認)当日の配布資料 

 

講師  東大和市消費者生活センター 桑原 薫様 

役割   

司会 (ｘｘさん) 

受付 (ｘｘさん、ｘｘさん)(配布資料) 

カメラマン (ｘｘ)   終わりの挨拶(ｘｘさん)  

参加者の詳細は以下になります。 

性別 男性 2 人 女性 11 人 合計 13 人 

 

配布資料 「消費者被害を防ぐために③」 

「地域交流の場ぽつぽつ 12 月 23 日の案内チラシ」 

「アンケート」 

 

実際の状況を報告致します。 

全体の様子 

  

 

今回のテーマが「消費者トラブルを防ぐために③」デジタル遺産、葬儀・お墓のお話しです。 

初めての参加の方 2 名いました。常連の参加者が、新たな参加者へと繋げていく傾向でした。 



 

講師の桑原さんの資料にて進めていきます。 

「デジタル遺産」＝故人がデジタル形式で保管していた 

 財産のこと。若い方は仮想通貨等の金融資産を所持 

 している事も多いようです。 

 デジタル遺産は故人にしか分からない情報で管理されて 

いる為、相続人が気付かないことも想定されます。 

故人が定期利用していた動画や音楽配信サービスも 

解約する必要があります(支払いが継続される)。 

個々の個人情報は『エンディングノート』を活用して 

整理していきます。相続人が手続き出来る様にしておくことが大事です。 

  

エンディングノートとは：自身の人生の終末期に備え、希望や伝えたい情報を書き留める 

ノートです。法的な効力はないものの、残された家族の負担を軽減し、自身の人生を整理 

にするのに役立ちます。 

      



 

葬儀 

1．葬儀に関する法律 

① 死後 24 時間以内の火葬、埋葬の禁止(墓地、埋葬などに関する法律 第 3 条) 

② 死亡届は死亡を知った日から 7 日以内に届け出る。 

死亡診断書または検案書を添付する。(戸籍法 第 86 条) 

 

2．葬儀の目的 

① 亡くなった事実を社会に対して告知すること。 

② 遺体を衛生的に処理すること。 

③ 宗教的儀式 葬儀式 

④ 遺された人たちの悲しみをなぐさめる。告別式。 

 

3．葬儀費用 

 葬儀費用の全国平均は約 110～160 万円前後 

葬儀費用の内訳 

① 葬儀施工費用：斎場使用料、搬送費など  平均 76 万円前後 

② 宗教関連費用：戒名、読経のお布施など  平均 22 万円前後 

③ 飲食接待費用：通夜ぶるまい、精進落とし 平均 22 万円前後 

 

 墓 

 墓に関する法律 

1．墓に関する法律 

系譜、祭具及び墳墓の所有権は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。 

2. 埋葬・火葬のルール 

① 埋葬や火葬は、原則として死亡後 24時間を経過してから行われます。 

② 埋葬や火葬を行うには、市町村長の許可が必要です。 

③ 埋葬や焼骨の埋蔵は、都道府県知事の許可を受けた「墓地」以外の場所ではできません。 

④ 火葬は、火葬場以外の施設で行うことはできません。 

3．お墓の問題 

無縁墓の増加 

お墓の継承者や縁故者がいなくなり、管理費が一定期間支払われなかったりしたお墓。 

理由として：少子高齢化による後継者不足。地方の過疎化。お墓に関する考え方の変化など。 

ほとんどの墓には 6 親等以内の血族、配偶者、3 親等以内の姻族が入れる。 

 

墓じまいが増えている理由 

①少子高齢化 ②経済的負担の増大 ③遠方からの管理負担 ④供養に対する価値観の変化  

  

 

 

 



  

本日も分かりやすい説明で東大和市消費生活センター桑原先生が説明して頂きました。 

難しい内容でしたが、事例を交えての説明によりイメージついた参加者も多いと感じました。 

桑原先生のエンディングノート(外観のみ)や遺影を見せて頂きました。 

誰もが準備する事に早くはないと思います。家族間で終活に関して話す機会は少ないと思い 

ますが、少しでも話す機会が必要なことを学びました。 

   

アンケートの結果集計 

◎次回の成年後見制度について聞きたい内容を教えて下さい。 

成年後見制度の役割：1名  成年後見人はどのような人が選ばれるのか：1名 

成年後見制度を利用の為の手続き：4名 申立てから開始までの期間：2名  

その他：0名 

 

◎自由懇談の時間 

 満足：7名  普通：3名  やや不満：1名  不満：0名 

 

◎今回の企画で感想や印象に残ったことがありましたらご記入下さい。 

 ・初めて講演をお聞きして大変勉強になりました。相談員の桑原さんがいらっしゃる事も 

知り、相談に行かれる方も多いと…。有意義な時間を有難うございました。 

次回を期待します。 

 ・ネット販売、その他全然知らなかった事が少し分かってきました。 

クーリング・オフ制度、他記録を残して置くこと勉強になりました。 

葬儀に関する法律、その他とても印象に残った。 

 ・実家の墓に自分が入れるという事をはじめて知りましたが、実際に入れるのか考えて 

しまいます。 

 ・葬儀の費用やり方等、見積りをする事が良いと思いました。 

東大和市に住む人の火葬場とかが分からないので、事前に葬儀社に情報をとることに 

しようと思いました。 

・考えていなかったことが聞くことができ、よく考えておかないといけないと改めて感じた。 

・良い勉強になるのですが忘れる事が多くて申し訳ございません。 

 私は耳が不自由で補聴器を忘れてしまうと聞こえにくい。 

  



 

 

早口で話されると聞きにくい。補聴器をしていても聞きにくい。 

高齢なので、理解できる言葉や理解出来ないものがある。 

アルファベットの言葉は非常に理解できない。( )をして日本語にして欲しい。 

  ・デジタル終活が参考になりました。 

 

次回のテーマは「成年後見制度の概要を事例を交えて学習する」です。 

常連参加者が固まってきたと感じています。参加者同士の交流に繋がることを願います。 

今後も地域交流の場ぽつぽつでの交流会が盛んになることを目指していきます。 

   

 

  


